農業委員を公募します

令和８年７月２０日から農業員会の委員が改選されますので、農業委員の公募（自薦・他薦）を行います。
※今回から「農地利用最適化推進委員」を廃止し、農業委員のみの募集となり、人数もこれまでの８人から１０人と２名増員になります。
	募集委員
	農業委員

	募集資格
	〇農業に識見を有し、農業委員会総会での審議や農地等の利用の最適化の推進（農地集積・集約、遊休農地発生防止対策、新規参入の促進等）など、農業委員会の業務を適切に行うことができる方
〇平日・日中に会議、研修及び農業委員会活動に参加できる方
〇満２０歳以上の方

	募集人員
	１０人

	
	【選任の要件】
〇原則として認定農業者が農業委員の過半数を占めるようにすること
〇農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれること
〇農業委員の年齢、性別に著しい偏りが生じないよう配慮すること

	報酬
（年額）
	会　　長　基本給　３１０，０００円
　　　　　能率給　予算の範囲内で町長が定める額
他の委員　基本給　２３０，０００円
　　　　　能率給　予算の範囲内で町長が定める額

	主な業務
	〇農業委員会総会への出席
〇各種会議・研修会への参加
〇農地に関する許認可の審査、農地利用集積計画の決定
〇地域計画等、地域の農業者との話し合いの推進
〇農地の出し手・受け手へ積極的に働きかけ、担い手への農地集積を推進
〇遊休農地の発生防止を推進



◇募集期間　令和８年３月２３日（月）～４月１５日（水）まで
◇応募方法　所定の推薦・応募用紙に記入のうえ、役場農業委員会事務局へ直接又は郵送で提出してください（ただし、令和８年４月１５日（水）必着）。
募集要項と推薦・応募用紙は、農業委員会事務局に準備しております。町ホームページからもダウンロードできます。
◇委員の身分　町の非常勤特別職
◇委員の任期　令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日（３年間）
◇情報の公表　募集期間の中間及び終了後に、町ホームページ及び町掲示場で応募内容の一部を公表します。
◇その他　「候補者評価委員会」において必要と認めた場合、候補者の面接を行うことがあります。

【問い合わせ】　金山町農業委員会事務局（役場第２庁舎）　電話：０２３３－２９－５６４７（直通）
